




は　　じ　　め　　に

　職業は、生活を安定させ、幸福を得るための重要な要素です。

　わが国の憲法が、職業選択の自由を基本的人権の一つとして、すべての国民に保障しているのもこの

ような理念に基づくものです

　職業選択の自由すなわち就職の機会均等ということは、誰でも自由に自分の適性や能力に応じて職業

を選べるということですが、そのためには、雇用する側が公正な採用選考をすることが必要です。

　また、採用後の人事管理が適正に行われなければ、実質的に職業選択の自由が保障されたことにはな

りません。

　このため、本県では、厚生労働省福岡労働局及び各公共職業安定所（ハローワーク）と連携を図り、

各企業において公正な採用選考システムの確立に中心的な役割を果たす「公正採用選考人権啓発推進員」

の設置をお願いし、応募者の適性と能力に基づく差別のない採用選考が図られるよう、事業主の皆様方

に対して啓発活動を展開してきたところです。

　平成10年(1998年)、大阪府において、府内の調査会社が採用調査の依頼を受けたものについて、応募

者に対して部落差別につながるおそれのある調査をした事件が明らかになり、平成11年(1999年)4月に、

労働大臣（当時）自らが経済・業種別107団体の代表者に対して、公正な採用選考の推進等について要

請を行いました。

　本県におきましても、未だ、採用選考時に就職差別につながるおそれのある質問や書類の提出を求め

るなど、不適正な事象が後を絶たない状況です。

　近年、企業が社会を構成する一員として、人権をはじめ環境、安全、法令遵守など様々な分野におい

て、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果たすことが極めて重要になっております。とりわけ、人権尊重

は、ＣＳＲの中でも重要な柱であり、同和問題、女性問題、障害者問題など様々な差別問題に対する認

識を深め、人権尊重の理念に沿った企業活動を行っていくことが社会に信頼される企業として持続的に

発展していく重要な要件であります。

　今、消費者はＣＳＲに積極的に取り組む企業を信頼し、就職希望者はそうした企業で働きたいと考え

る時代であります。

　事業主の皆様方は、多くの人に働く場を提供する雇用主として、また、就職の機会均等の確保を図る

当事者として、社会的責任を自覚し、すべての応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考体制を確

立していただく必要があります。

　この冊子は、事業主の皆様方が、同和問題をはじめとする人権問題について正しい理解と認識を持ち、

応募者の立場に立った公正な採用選考を実現していただくため、企業に対する研修資料として作成した

ものであります。

　是非とも熟読していただき、十分な御活用をお願いいたします。

　最後に、この冊子の作成にあたり、多大な御協力を賜りました関係者各位に、深く感謝申し上げます。

　　　平成28年（2016年）5月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県福祉労働部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　山  英　嗣
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1　人権とはなにか
　人権とは、一口でいえば、社会において幸福な生活を営むのに必要な、人間としての固有の権利とい

うことができます。別の面からいえば、すべての人間が生まれながらにもっている能力を、日々の生活

の中で最大限に発揮して、より幸福な人生を送るために欠くことのできない権利ともいえます。

　人権は、人間の尊厳性の自覚と表裏一体の関係にあり、人権が尊重されないところでは人間として尊

厳を保つことができず、反対に人間の尊厳が認められないところでは人権の尊重もありません。人権の

尊重は人間の尊厳性の自覚とともに生まれ、人間の尊厳性の自覚が強くなればなるほど、人権の尊重も

強く要求されてくるものです。

2　人権思想の普及
　人権を尊重し、人権をその侵害から守るためには、まず私たち一人ひとりが、人権とは何か、人権の

尊重とはどういうことかを、はっきり理解していなければなりません。

　人権は、私たちの日常生活における水や空気のようなもので、人権が尊重されている間はその大切さ

に気がつかないものです。そして、それが侵されたとき、はじめて、これは大変だと気づくという性質

のものです。しかし、侵されてしまってからでは既に手遅れです。憲法第12条も「この憲法が国民に保

障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。……」と規定し

て、人権の保持については、国民自身がその努力をしなければならない責務をもっていることを明らか

にしています。人権思想の普及と定着がなにより必要とされる理由は、ここにあるのです。

3　人権教育のための国連10年
　平成６年（1994年）12月の国連総会において、平成７年（1995年）から平成16年（2004年）までの10

年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。

　これを受けて、人権教育のための国連10年推進本部が設置され、平成９年（1997年）７月「人権教育

のための国連10年」に関する国内行動計画を取りまとめました。この国内行動計画に基づいて、人権教

育の積極的推進を図り、もって、国際的視野に立って一人ひとりの人権が尊重される、真に豊かでゆと

りのある人権国家の実現を期することとされました。

　このような国際的・国内的な取組みと連携して、福岡県においても、平成10年（1998年）５月、平成

16年末までを期間とする「人権教育のための国連10年福岡県行動計画」（25ページ参照）を策定し、こ

の理念の普及高揚を図り、人権が尊重される社会の実現に向けてこれまでの同和教育や啓発の中で積み

上げてきた成果と評価を踏まえ、あらゆる場、あらゆる人々を対象に啓発広報活動を展開しました。

　第1節　基本的人権について
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　人権教育とは
　　平成６年（1994年）第49回国連総会において決議された「人権教育のための国連10年行動計画」

では、「知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研

修及び広報努力」と定義しているが、本県行動計画においては、「人間が人間として持っているあ

らゆる権利をお互いが尊重しあう社会の実現を目指して、自分や社会を見つめ直し、人と人との関

係の在り方や課題の解決に向けての方法などを学習すること」として捉えている。

4　人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の制定
　平成12年（2000年）12月に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（28ページ参照）が公布施

行されました。

　第１条には、「人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。」とさ

れ、各方面に対する責務が定められています。

　この法律の制定の経過について、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案提案理由説明」から、

抜粋して紹介します。

　　我が国におきましては、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人権に

関する諸制度の整備や人権に関する諸条約への加入など、これまで各般の施策が講じられてきまし

たが、今日におきましても、社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な差別その他の人

権侵害がなお存在しており、また、我が国社会の国際化、情報化、高齢化の進展等に伴って、人権

に関する様々な課題もみられるようになってきております。

　　このような情勢の下で、平成８年12月、人権擁護施策推進法が５年間の時限立法として制定され、

人権教育及び人権啓発に関する施策を推進すべき国の責務が定められるとともに、これらの施策の

総合的な推進に関する基本的事項等について調査審議するため人権擁護推進審議会が設置されまし

た。同審議会においては、２年余りの調査審議を経て、昨年（平成11年）７月、法務大臣、文部大

臣及び総務庁長官に対して答申を行い、人権教育及び人権啓発を総合的に推進するための諸施策を

提言し、現在、政府において、行財政措置によりこれらの実施が図られておりますが、人権教育及

び人権啓発に関する施策の一層の推進のためには、同答申の趣旨を踏まえ、人権教育及び人権啓発

に係る基本理念や国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、人権教育及び人権啓

発に関する基本計画の策定や年次報告等の所要の措置を定めることが不可欠と考え、この法律案を

提出することとした次第であります。

5　人権教育・啓発に関する基本計画の策定
　人権教育及び人権啓発の推進に関する法律は、基本理念として、「国及び地方公共団体が行う人権教
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育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、

人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得できるよう多様な機会の提供、効果的な手法の採用、

国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行わなければならない。」とし、同法第７

条の規定に基づき、平成14年（2002年）３月、「人権教育・啓発に関する基本計画（29ページ参照）」

が策定されました。

　福岡県においても、この「人権教育・啓発に関する基本計画」及び「人権教育のための国連10年福岡

県行動計画」を踏まえ、県の実情に即した人権教育・啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、平成15年（2003年）６月に「福岡県人権教育・啓発基本指針」（以下「基本指針」といいます。

31ページ参照）を策定しました。

　この基本指針に基づき、国、市町村、関係団体等との連携を図り、全庁的に総合的、計画的に取り組

んでいます。

　第2節　同和問題について

1　現状
　日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分的差別により、日本国民の一部の人々が長い間経済

的、社会的、文化的に低い状態にあることを強いられてきました。これらの人々は、今なお結婚を妨げ

られたり、就職で不公平に扱われたり、その他日常生活の上でいろいろな差別を受けることがあります。

これが同和問題といわれるもので、日本国憲法が保障する基本的人権に関わる重大な社会問題の一つで

す。

　昭和50年（1975年）に全国の同和地区名を掲載した「人事極秘・特殊部落地名総鑑」が出版され、こ

れを大企業を含むかなりの企業が購入していた事実が発覚して、大きな社会問題となりました。その後

においても、差別事象は未だに後を絶ちません。（13ページ参照）

　ここで、実際に起きた差別の実例をあげてみたいと思います。

　平成10年（1998年）、大阪府において、調査業者による採用選考に関する身元調査事件が発覚し、こ

の業者に調査を依頼した企業が全国で千数百社あり、福岡県内にもこの業者と取引があった事業所が６

〜７社ありました。

　また、最近は不特定多数の人が書き込んだり、読んだりできるインターネット上の電子掲示板やホー

ムページに、被差別部落の所在地一覧や被差別部落に対する誤った認識による悪質な表記など、匿名性

を隠れみのにした差別事象も発生しています。

　さらに、公共施設等において、差別的な落書きが、今もなお発見されています。

　このような問題を解決するため、関係行政機関では、人権擁護の立場から関係者に対して個別に指

導・助言を行うとともに、平成７年（1995年）、「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」（35

ページ参照）を制定し、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生防止に努めてきました。

　平成13年（2001年）に実施した「福岡県人権・同和問題県民意識調査」においても、県民の同和問題

に対する認識と理解は、全般的には進展しており、差別意識は、徐々に解消に向けて進んでいます。し
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かしながら、その一方で、同和問題と自分とのかかわりについて「よく考えていない」「自分ではどう

しようもないから、なりゆきにまかせるより仕方がない」などの無関心な層も少なくありません。

　このため、企業をはじめ県民の皆様に対しても、同和問題、人権問題を自らの課題として捉え、差別

意識の解消のために積極的に取り組むよう啓発を行っています。

2　同和問題解決のための法的措置
（1）同和対策事業特別措置法の制定経過等
　昭和40年（1965年）、同和対策審議会は、答申（同対審答申）の結語において、「現行法規のうち同和

対策に直接関連する法律は多数にのぼるが、これら法律に基づいて実施される行政施策はいずれも多分

に一般行政施策として運用され、事実上同和地区に関する対策は枠外におかれている状態である。これ

を改善し、明確な同和対策の目標の下に関係制度の運用上の配慮と特別の措置を規定する内容を有する

『特別措置法』を制定すること」という同和行政の方向を示しました。

　昭和44年（1969年）、「同対審答申」の精神を尊重し、同和対策を実効あるものとして推進していくた

めに、昭和54年（1979年）３月31日までの時限立法として、同和対策事業特別措置法が制定され、７月

10日施行されました。

　さらに、同法の一部改正により、期限が３年間延長されました。

（2）地域改善対策特別措置法の制定経過等
　同和対策事業特別措置法が昭和57年（1982年）に期限が切れるため、周辺地域との一体性及び運営の

公平の確保等広く国民の理解を得るという観点から、従来の施策の反省に立った新規立法として、昭和

57年（1982年）地域改善対策特別措置法が制定され、４月１日から施行されました。

（3）地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の制定経過等
　地域改善対策特別措置法が昭和62年（1987年）に期限が切れるため、地域改善対策協議会は、昭和61

年（1986年）12月11日に「今後における地域改善対策について」意見具申を行いました。

　この意見具申は、同和対策審議会の答申の精神を受け継ぎつつも、同和問題の現状を踏まえ、同和問

題解決のために今後、真に必要なものは何かという原点に立った基本的検討を行うべき時期が到来して

いるという認識に立って行われました。

　この意見具申を踏まえ、「今後の地域改善対策に関する大綱」がとりまとめられ、現行の地域改善対

策事業について見直しを行う外、行政の主体性の確立、同和関係者の自立・向上の精神の涵
かんよう

養、えせ同

和行為の排除等の適正化対策についても、積極的に推進することとされました。

　今後実施すべき事業については、特別の助成等国の財政上の特別措置を講じ、その円滑かつ迅速な実

施を図るという観点から、地域改善対策に関する最終の特別法として、地域改善対策特定事業に係る国

の財政上の特別措置に関する法律（以下「地対財特法」といいます。）が制定され、昭和62年（1987年）

４月１日から施行されることとなりました。

　地対財特法が失効する平成４年度以降の方策について地域改善対策協議会は、一般対策への円滑な移
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行を図るという観点から審議を重ね、平成３年（1991年）12月11日、「今後の地域改善対策について」

とする意見具申を提出しました。

　この意見具申を踏まえ、法律の一部改正が行われ、引き続き実施することが特に必要と認められる事

業については、５年間延長されることになりました。

　その後、地域改善対策協議会は、平成８年（1996年）５月17日に「同和問題の早期解決に向けた今後

の方策の基本的な在り方について」（15ページ参照）とする意見具申を提出しました。

　この意見具申では、次の諸点について述べられています。

（就労の分野）
ａ　同和問題の現状と課題
　・就労状況は、若年齢層を中心に安定化する傾向にあるが、全国平均と比較すると、不安定な就労形

態の比率が高い。

　・就労先は、全国的に小規模な企業の比率が高い。

　・世帯の家計の状況も、依然として全国平均よりも低位な状況にある。

　・同和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、依然として存在している差別意識の解消、教育、就

労、産業等の面でなお存在している格差の是正である。

ｂ　今後の基本的な方向
　・教育、就労、産業等の面でなお存在している格差の背景には様々な要因があり、短期間で集中的に

格差を解消することは困難とみられる。

　・現行の特別対策の期限をもって一般対策へ移行することは、同和問題の解決を目指す取組みの放棄

を意味するものではない。

　・法的措置の必要性を含め、地域の状況や事業の必要性の把握に努め、施策を実施していく必要があ

る。

ｃ　今後の重点施策の方向
　・同和問題に関する国民の差別意識は、解消へ向けて進んでいるものの依然として根強く存在してお

り、教育及び啓発は、引き続き積極的に推進していかなければならない。

　・同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的

な潮流とその取組みを踏まえて積極的に推進するべきである。

ｄ　地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行
　・残された課題の解決に向けて一般対策への移行を円滑に行うためには、これまでの施策の成果が損

われることがないよう一定の工夫が必要と考えられる。

　・就労を巡る課題は今なお多く、格差の解消にはある程度の時間を要する。

　・職業の安定は、直接生活水準の向上に寄与し、社会生活の改善を図る上で基本となる。このため、

若年齢層を含めた一層の就労の安定を目指し、施策のニーズを踏まえ、全体の体系の中で受皿とし

ての事業の検討を含め適切に対応すべきである。

　平成８年（1996年）、政府大綱「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」が閣議決定され、
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特別対策は平成９年（1997年）３月末日をもって終了することを基本としつつ、15の事業に限定して５

年間に限り継続実施することとし、30事業については一般対策へ移行することとされました。

　また、同和問題に関する差別意識の解消に向けた教育及び啓発に関する事業については、「人権教育

のための国連10年」との関連において人権教育・人権啓発の事業に再構成して推進することとし、所要

の行財政措置を講ずることとされました。

　この政府大綱の趣旨に沿って、平成９年（1997年）３月31日、地対財特法の一部改正が行われ、５年

間に限り経過的に法的措置を講じることとされました。

（4）地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効
　地対財特法が平成14年（2002年）３月31日をもって失効し、同法に基づく経過措置対象事業について

は、平成13年度末で終了しました。

　第3節　企業と雇用問題

1　概要
　昭和40年（1965年）の同対審答申では、「同和地区住民に就職と教育の機会均等を保障し、同和地区

に滞留する停滞的過剰人口を近代的な主要産業の生産過程に導入することにより生活の安定と地位の向

上をはかることが、同和問題解決の中心的課題である。」とされております。

　さらに、平成３年（1991年）12月の地域改善対策協議会の意見具申でも、今後の重点課題の中に就労

対策や啓発がとり上げられており、「同和関係者の就労については、労働力需給関係の逼迫（ひっぱく）

に伴い引き続き改善されると見込まれるものの、より安定した就労ができるよう、学力の向上、技能の

習得等を推進していくことが重要である。また、同和関係者の就職の機会均等を確保するため、企業に

対して応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用・選考システムを確立するよう、啓発、指導に一層

取り組んでいくことが大切である。」と述べられております。

　また、平成８年（1996年）５月の地域改善対策協議会の意見具申でも、今後の重点施策の方向の中に

就労の安定が挙げられております。

　昭和44年（1969年）の同和対策事業特別措置法以来、これまで三度にわたる特別措置法が制定され、

対象地区住民に対して、各種援護措置が講じられてきましたが、地対財特法の失効により平成14年

（2002年）度以降は、一般対策を適切かつ有効に活用し、雇用の促進と職業の安定に努めることになり

ました。

　また、新規学校卒業者、一般求職者については、きめ細かな職業相談、職業指導を行うとともに「全

国高等学校統一用紙」やＪＩＳ規格の履歴書等、就職差別につながるおそれのある項目を排除した応募

用紙の使用を指導しています。

　さらに、事業主に対しては、公正採用選考人権啓発推進員制度や企業トップクラスに対する研修の実

施等により差別のない公正な採用選考システムの確立を図っています。
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2　公正採用選考人権啓発推進員制度について
（1）趣旨・目的
　同対審答申では、同和問題解決の中心的課題の一つとして、同和関係者の就職の機会均等の保障を指

摘しております。

　このことから、同和関係者の就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るためには、就職について、

一方の当事者である事業主が同和問題についての正しい理解と認職のもとに、差別のない公正な採用・

選考を行うことが必要不可欠です。

　こうした観点から、福岡県では、労働省（現厚生労働省）と共に、従来から企業に対し、差別のない

公正な採用・選考の実施についてお願いしてまいりましたが、「部落地名総鑑」事件（3、13ページ参照）

の発生にみられるように、事業主の同和問題についての理解と認識は必ずしも充分とはいえない状況が

みられました。

　これらの状況から、事業主に対する啓発、指導の一層の強化を図るため、昭和52年（1977年）度から、

一定規模以上の事業所について「企業内同和問題研修推進員」の設置を図り、これら推進員に対し、計

画的、継続的な啓発、指導を行うことを通して、各企業において公正な採用・選考システムの確立を図っ

てきました。

　今後の啓発に当たっては、平成８年（1996年）５月の地域改善対策協議会の意見具申を受けて、同年

７月の閣議決定「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」で雇用主に対する指導・啓発事業

は人権啓発の事業に再構成して推進することとされました。

　これに伴い、福岡県では、企業内同和問題研修推進員制度について、平成12年（2000年）度から同和

問題、人権問題についての正しい理解と認識のもとに、職業選択の自由を確保するための公正な採用選

考システムの確立を目指した人権啓発として実施することとし、「企業内同和問題研修推進員」を「公

正採用選考人権啓発推進員」（以下「推進員」といいます。）に名称変更しました。

（2）推進員の役割
　推進員は、事業主が従業員のうちから選任するものですが、公正な採用選考システムの確立を図る上

で、当該事業所における中心的な役割を果たすことを期待するものですから、人事担当責任者等、従業

員の採用選考等に関する事項について、相当の権限を有する者から選任するようお願いしているところ

です。

　具体的には、事業所における採用方針をはじめ、求人（募集）活動、選考基準、選考方法、採否決定

等について、国民の就職の機会均等を阻害していないかどうか点検し、差別のない採用・選考等のシス

テムの確立を図っていただくことが必要です。

　また、企業によっては、採用選考の具体的な方法を決めたり応募者と実際に面接したりするのは、企

業トップクラスや「公正採用選考人権啓発推進員」ではない担当者（支店・営業所などの出先を含む）

である場合も多いですが、その場合、「公正採用選考人権啓発推進員」からそれらの企業トップクラス

や担当者に対して「公正な採用選考」の考え方をいかに的確に伝えていくかが重要なポイントとなりま

す。
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　同時に、求人活動、面接等採用選考にあたる方をはじめ、事業所で勤務されるすべての従業員の皆様

に、同和問題をはじめとする人権問題に対する正しい理解と認識を深めていただく必要があります。

　このことから、推進員の方には、企業内研修を計画し、推進していただくとともに、ハローワーク等

職業安定機関の窓口となっていただきます。

（3）推進員制度運用上の課題
　福岡県では、従業員数が30人以上の事業所に対して、推進員の設置をお願いしているところです。そ

の結果、100人以上規模の事業所での設置率は約96％となっており、100人未満規模の事業所でも相当

数の設置がみられるようになりました。

　また、民営紹介所等については、職業紹介事業及び労働者派遣事業の実施において、公正な採用選考

に関する十分な理解等がより一層求められていることに鑑み、運営上、事業所の規模に拘わらず推進員

を設置するものとされているところであります。

　「公正採用選考人権啓発推進員」制度は、選任しただけ・研修会に出席しただけではなく、各事業所

内で「公正な採用選考」の実現のための旗振り役となり、「公正な採用選考」が実際に実現できてこそ

意義があります。

　各企業におかれては、この機会に、同和問題、人権問題について「企業の社会的責任」を再認識して

いただくとともに、「その社会的責任を果たすために企業としてどのような取組みが必要か」また、「推

進員が与えられた役割をどう果たしていくか」について、もう一度真剣に考えていただき、積極的な取

組みをお願いしたいと思います。

　なお、推進員を設置している事業所を対象に、県の競争入札参加資格審査において、地域での社会貢

献活動への評価として、加点制度を設けています。詳しくは、本書118ページもしくは県ホームページ

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）をご参照ください。

3　企業トップクラスに対する研修について
　国民の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇用を促進していくためには、従業員の採用・選

考に最も影響力をもつ企業のトップクラスが、同和問題、人権問題について正しく認識、理解すること

が極めて重要です。

　また、そうしたことが、推進員をはじめ、従業員の方々が様々な活動や取組みを、社内、あるいは地

域において積極的かつ円滑に進めていくための大切な要件ともなります。

　こうした観点から、福岡県では、職業安定行政機関と連携協力して、各地区で企業トップクラスを対

象に研修会を開催しています。各企業及び業界団体のトップクラスの方々におかれましては、この研修

会の趣旨について十分ご理解をいただき、積極的にご参加いただきますようお願いいたします。

　第4節　企業における取組みについて
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1　概説
　「なぜ企業が同和問題や人権問題の取組みをしなければならないのか」という質問によく出会います。

　昭和59年（1984年）６月に出された地域改善対策協議会の意見具申「今後における啓発活動のあり方

について」では、企業や事業所の役割として、「企業体としての社会的責任を自覚し、公正な採用の促

進と事業所内における人権尊重の確保に向けての主体的、自主的な活動を推進することが望まれる。」

と記述されています。

　また、平成３年（1991年）12月の同協議会の意見具申でも、物的事業が相当進捗する中で、今後の重

点課題を就労対策、産業の振興、教育、啓発等であるとし、そのためには「行政、学校、企業、民間運

動団体その他の各種団体が、こうした変化を踏まえて、それぞれの役割を十分果たしていくことが肝要

である。」と企業の果たすべき役割が重ねて述べられています。

　また、昨今、不祥事の多発や人権意識の高まりを受け、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を求める動きが

大きな潮流となっています。

　企業がその社会的責任を自覚し、人権尊重の確保に向けての活動を推進しなければならない主な理由

としては、以下の(1)〜(5)が挙げられます。

（1）企業活動、営業活動とのかかわり
　「もの」を作ったり、販売したり、または種々のサービスを提供することによって、すなわち、これ

らの企業活動を通して、企業は社会との関わりを持つことになりますが、どのような企業活動でも、そ

の基本に人権尊重の理念が貫かれていなければなりません。

（2）雇用や公正な採用選考システムとのかかわり
　昭和40年（1965年）の同対審答申では、同和問題解決の中心的課題は「同和地区住民の就職と教育の

機会均等を完全に保障し、同和地区に滞留する停滞的過剰人口を近代的な主要産業の生産過程に導入す

ることにより生活の安定と地位の向上をはかること」としています。

　「就職」については、企業は、その一方の当事者です。企業の皆様方には、同和問題、人権問題につ

いて理解を深め、その解決のための社会的責任として「雇用」に関する企業としての役割を果たすとい

う立場に立っていただく必要があります。

　まして、その入口である採用・選考時に、本人の責に帰すことのできない理由すなわち家庭の状況や

出身地などで差別することは許されません。就職差別は、同和関係者に限らず、あらゆる人々に対して

許容できないものです。

　人権尊重の理念に立った公正な採用選考システムの確立のためにも、同和問題、人権問題についての

啓発や研修により、正しい理解と認識を深めることが大切です。

（3）従業員に対する啓発の責務
　啓発活動の目標は、「未知の人には正しい知識を提供し、理解のある人には一層の理解の促進を図る

ことは当然として、誤った意識を持っている人に対しては根気強く正しい理解を求めていく」ことだと
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されています。したがって、同和問題、人権問題に関する啓発は、あらゆる人がその対象となります。

学校で、地域で、職場でと啓発の場も多種多様でなければなりません。

　そのような啓発は、社会教育の分野で行えばよいではないかとお考えの方もあるかもしれません。し

かしながら、職場の仲間の心ない発言のため、また、職場の人達から疎外されたためにそこを去らざる

を得なかった人達も大勢いたことを忘れてはなりません。

　お互いがお互いの人権を尊重しあい、明るい職場をつくっていく、そのためにも従業員のすべてに人

権問題の大切さ、同和問題の正しい理解について絶えず啓発していくことが大切です。

（4）人事管理、労務管理とのかかわり
　昨今、ようやく物の豊かさよりも心の豊かさが求められるようになり、また、国内はもとより国際的

にも人権問題への取組みが一段と進められるようになりました。

　人事管理などのあり方についても大きく変化しつつあります。これからは、人間尊重、個性尊重の人

事の時代です。いうならば、従業員一人ひとりが独自の人格と個性をもち、独自の人間として存在して

いるという認識の上に立って、従業員の個性を尊重し、組織の中で可能な限り自己実現なり自我要求を

満たすことのできる人事管理を図らなければいけません。そういう意味からも、人権尊重の理念という

のは、現代社会の企業にとっては欠くべからざるバックボーンです。

（5）社会的影響とのかかわり
　「企業城下町」という言葉があるように、場所によっては、企業がその地域に絶大な影響を及ぼす力

を持っているところもあります。たとえそのような地域でなくても、現代は組織の時代、企業の時代と

いえましょう。

　「もの」や「サービス」などを通じての直接的な関係だけではなく、例えば広告・宣伝、時には社会

活動など間接的な関係を含めて、企業は社会に大きな影響力を持っています。

　国民的な課題である同和問題の早期解決について、社会的に大きな影響力を持つ企業が積極的かつ主

体的に参加しなければ、問題の解決は困難になります。

　以上は、同和問題に関する企業の社会的責任ということについての一つの考え方にすぎません。これ

についてはいろいろな見方、考え方もあると思います。

　どのような考え方に立つにしても、人権問題、同和問題への取組みは、企業自体にとっても大きなメ

リットのあることです。

　顧客にとって使いやすいものを作り、満足のいくサービスを提供する会社、自分らしく働ける明るい

職場であり、みんながそこで働いてみたいと願う会社、地域の人達が自慢できる会社……　人権問題、

同和問題への取組みは、企業発展の基礎といえましょう。

2　就職差別の解消のために
　同和関係施策は、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び

基本的人権の擁護等を内容とする総合的な対策として実施されてきました。
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　とりわけ就職の機会均等の保障は、同和問題解決の中心的課題の一つとされています。同和関係者は、

不当な差別により、就職、教育の機会均等が実質的に保障されてきたとはいえず、その結果として、経

済的、文化的に低位の状態におかれ、それが差別をさらに温存助長し、拡大再生産を促すという悪循環

を繰り返してきたのです。

　同対審答申は、同和関係者の職業について、それが全体として零細企業経営者やその従事者が極めて

多く不安定であることの原因を、次のように指摘しています。

　『一見すると知識や技能や教育程度の低さによるとみられるが、基本的には、社会的差別と偏見によっ

てよい就職ができないのが原因である。』

　すなわち、その技能や適性が問題にされる前に、同和関係者に対する予断と偏見による「差別」があ

るために、希望する職に就けないということが重大な問題なのです。

　厚生労働省をはじめ関係行政機関の指導にもかかわらず、採用・選考に当たり、本籍地番、家庭環境、

親の職業等の把握や身元調査等の事例が依然として報告されております。

　また、平成11年（1999年）６月に改正された職業安定法第５条の４「求職者等の個人情報の取扱い（37

ページ参照）」で、公共職業安定所等は、「その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報

を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。」と定め、

第48条「指針」でそのための必要な指針を労働大臣（現厚生労働大臣）が公表するとしました。そして、

その指針（労働省告示第141号）が、平成11年（1999年）12月から施行されました。

　指針には、「求職者等の個人情報の取扱い」の項目で、原則として収集してはならない個人情報とし

て「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、

思想及び信条、労働組合への加入状況」が掲げられています。さらに、個人情報は、本人から直接また

は本人の同意の下で収集することが規定されています。

　したがって、各企業においては、法及び指針を遵守して労働者の募集を行うとともに、特定の人を結

果的にしろ排除することになっていないか、基本的人権尊重の立場から各企業における採用選考のあり

方について、採用選考の都度、見直していただきたいと思います。

　採用に関する具体的な取扱いについては、第２章以下をご参照ください。

3　社会的責任を果たすために
　 「企業の社会的責任」（ＣＳＲ）とは、社会の一員として、社会、特に株主、従業員、取引先、消費

者、地域社会といった利害関係者（ステークホルダー）に対しての責任です。

　企業に対しては、法律やその他の社会規範を守る「法令遵守」（コンプライアンス）、「情報開示」で

経営の「透明性」を高めること、そして利害関係者に企業活動のあらゆる過程で「説明責任」（アカウ

ンタビリティ）を果たし、信頼を得るといったことが求められていますが、その基本は環境や人権に配

慮することです。環境や人権の視点で企業活動を行っていくことが、企業の社会的責任として求められ

ています。

　また、人権を大切にする企業であるためには、人が大切にされる職場づくりが欠かせません。企業活

動は顧客や従業員、「人」に支えられています。顧客や従業員を大切にする視点が充実すると、従業員
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一人ひとりのもつ力が最大限に発揮され、企業は成長・発展していくことになるでしょう。そのために

は、一人ひとりの個性が尊重され、年齢や性別、国籍などを理由に差別的な扱いをされない職場が必要

です。

　こうした、人権が尊重されている職場は、明るく働きやすい職場です。そこでは、働く意欲がみなぎ

り、当然、生産性は上がるでしょうし、効率もよくなることでしょう。人が大切にされる企業に対して

は、社会は信頼と共感を寄せます。企業にとって、社会の信頼と共感は、多くの顧客を得られること、

また、優秀な人材の確保にもつながります。このような循環を築くためにも、今こそ人権に配慮した企

業活動が望まれています。
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（１）概要

　昭和 50（1975）年 11 月に発覚し、昭和 60（1985）年までに 8 種類約 220 冊を超える差別図

書が、「人事極秘」、「部落地名総鑑」等の書名で販売されました（法務省調べ）。その中には、全

国の同和地区名、所在地、戸数、主な職業などが記載されています。

　この事件は、購入した企業の目的が、社員の採用にあたって同和地区出身者を調べ排除するこ

とにあったことや、個人購入者が結婚に当たっての身元調べに利用したなど、大変悪質なもので

した。

（２）事件発覚後の取組み

　事件の発覚以後、同和問題を解決するための企業の社会的責任が強く叫ばれるようになり、昭

和52（1977）年、労働省（当時）は、企業が自主的に公正な採用選考を実施し、就職の機会均等

の確保に取り組むことをねらいとして、「企業内同和問題研修推進員」（※）を設置するよう行政

指導を行いました（7ページ参照）。

（※福岡県では、平成12（2000）年度から「公正採用選考人権啓発推進員」に名称変更しています。）

　福岡県は、平成7（1995）年に、結婚や就職に関する差別の問題が依然として発生しているこ

とから、結婚及び就職に際しての同和地区に係る調査を規制する「福岡県部落差別事象の発生の

防止に関する条例」を制定しています（35ページ参照）。

（３）近年の動き

　この事件の反省を契機に取組みが進められたのにもかかわらず、平成10（1998）年に大阪府に

おいて、府内の調査会社が採用調査の依頼を受けたものについて、応募者に対して部落差別につ

ながるおそれのある調査をした事件が明らかになり、平成11（1999）年4月に、労働大臣（当時）

自らが経済・業種別107団体の代表者に対して、公正な採用選考の推進等について要請を行いま

した（巻頭参照）。

　さらに、平成18（2006）年10月、大阪市内の複数の信用調査業者が「部落地名総鑑の電子版」

を保管していたことが判明しました。

　瞬時にして広範囲に情報が波及するネット社会の特性を踏まえて、公正な採用選考の推進に向

けた全国的な取組みが必要となっています。

　事業所の皆様には、「部落地名総鑑」事件を風化させることなく、今なお続く差別の実態、「全

国高等学校統一用紙」制定（59〜65ページ参照）をはじめとする「公正な採用選考」の実現に向

けた取組みについて、今一度十分ご認識いただき、事業所での研修の充実を図ることにより、同

和問題を正しく理解していただきますようお願いいたします。

【参考】

　「同和地区住民の就職の機会均等の確保についての労働大臣談話」次頁のとおり

「部落地名総鑑」事件について
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【参考】「同和地区住民の就職の機会均等の確保についての労働大臣談話」

　（昭和50（1975）年12月15日）

　今般、企業の人事関係において利用されることを目的として、「人事極秘・特殊部落地名総鑑」

という同和地区住民の就職の機会均等に影響を及ぼし、その他様々の差別を招来し助長する悪質

な冊子が発行され、一部企業の人事担当者に販売されるという事件が発生したことは、まことに

遺憾なことであり、極めて憤りにたえない。

　労働省は、従来から、同和地区の住民に就職の機会均等を完全に保障することが、同和問題解

決の中心的課題であるとの認識に立って、職業指導・職業紹介及び就職に際しての各種援護施策

並びに雇用主に対する指導等を行ってきたところである。

　しかるに、同和対策事業特別措置法の施行以来すでに7年が経過した現在、かかる事件が発生

したことはまことに遺憾であり、企業の同和問題に対する正しい理解と認識を更に一層深めるこ

との必要性を痛感する次第である。

　労働省としては、従来の施策の点検を行うとともに、同和対策の更に一層強力な推進を図って

いく所存であるが、各企業においても、企業によって同和地区の住民の基本的人権とりわけ就職

の機会均等の権利が侵害されることが絶対に生じないよう強く要請する次第である。



参　考　資　料





15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成８年５月17日

　内閣総理大臣　　
殿

　関 係 各 大 臣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域改善対策協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　宮　崎　繁　樹

　本協議会は、平成３年12月11日の本協議会意見具申が指摘した地域改善対策の今後の基本的な課題に

ついて審議するため、平成５年７月28日、本協議会の中に総括部会を設置した。総括部会は、平成５年

10月以来、29回にわたって審議を行い、本年３月28日に意見をとりまとめ、本協議会に対し別添のとお

り報告がなされた。

　本協議会は上記報告を踏まえて審議を行った結果、本日、同和問題の早期解決に向けた方策の基本的

な在り方について、同報告の内容をもって本協議会の意見とし、これを具申することとした。政府にお

かれては、本協議会の意見を尊重し、同和問題の早期解決に向けた施策の推進に当たられるよう要望す

るものである。

１．同和問題に関する基本認識

　　今世紀、人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、平和が如何にかけがえのないものであるか

を学んだ。しかし、世界の人々の平和への願いにもかかわらず、冷戦構造の崩壊後も、依然として各

地で地域紛争が多発し、多くの犠牲者を出している。紛争の背景は一概には言えないが、人種や民族

間の対立や偏見、そして差別の存在が大きな原因の一つであると思われる。こうした中で、人類は、

　「平和のないところに人権は存在し得ない」、「人権のないところに平和は存在し得ない」という大き

な教訓を得た。今や、人権の尊重が平和の基礎であるということが世界の共通認識になりつつある。

このような意味において、21世紀は「人権の世紀」と呼ぶことができよう。

　　我が国は、国際社会の一員として、国際人権規約をはじめとする人権に関する多くの条約に加入し

ている。懸案となっていた「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）

にも加入し、「人権教育のための国連10年」への本格的な取組みも開始された。世界の平和を願う我

が国が、世界各国との連携・協力の下に、あらゆる差別の解消を目指す国際社会の重要な一員として、

その役割を積極的に果たしていくことは、「人権の世紀」である21世紀に向けた我が国の枢要な責務

というべきである。

　　ひるがえって、我が国固有の人権問題である同和問題は、憲法が保障する基本的人権の侵害に係る

　　　　同和問題の早期解決に向けた今後の方策の
　（1）
　　　　基本的な在り方について（意見具申）



16

深刻かつ重大な問題である。戦後50年、本格的な対策が始まってからも四半世紀余、同和問題は多く

の人々の努力によって、解決へ向けて進んでいるものの、残念ながら依然として我が国における重要

な課題と言わざるを得ない。その意味で、戦後民主主義の真価が問われていると言えよう。また、国

際社会における我が国の果たすべき役割からすれば、まずは足元とも言うべき国内において、同和問

題など様々な人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な責務である。

　　昭和40年の同和対策審議会答申（同対審答申）は、同和問題の解決は国の責務であると同時に国民

的課題であると指摘している。その精神を踏まえて、今後とも、国や地方公共団体はもとより、国民

の一人一人が同和問題の解決に向けて主体的に努力していかなければならない。そのためには、基本

的人権を保障された国民一人一人が、自分自身の課題として、同和問題を人権問題という本質から捉

え、解決に向けて努力する必要がある。

　　同和問題は過去の課題ではない。この問題の解決に向けた今後の取組みを人権にかかわるあらゆる

問題の解決につなげていくという、広がりをもった現実の課題である。そのような観点から、これま

での成果を土台とし、従来の取組みの反省を踏まえ、未来に向けた新たな方向性を見極めるべき時に

差しかかっていると言えよう。

２．同和問題解決への取組みの経緯と現状

（1）これまでの経緯

　　明治４年の太政官布告は、同和問題の解決に向けた出発点になったが、十分な対策はとられず、

強固な差別意識が残された。戦後、昭和28年度に隣保館設置の補助事業が始まり、昭和35年度から

はモデル地区において総合事業が開始された。これらは新憲法の下での新しい一歩ではあったが、

同和地区の生活実態はなお劣悪であり、全国的にみて対策の不均衡もみられた。

　　昭和40年の同対審答申は、あらゆる意味で今日までの対策の基礎になってきた。同和問題の解決

は国の責務であると同時に国民的課題であるとの基本認識を明確にし、国や地方公共団体の積極的

な対応を促したことなど、同和問題の解決を図る上でこの答申が果たした歴史的意義は極めて大き

い。答申がなされてから既に30年余り経過しているが、同和問題の早期解決に向けて、この答申の

趣旨を今後とも受け継いでいかなければならない。

　　同対審答申を踏まえ、昭和44年に10年間の限時法として同和対策事業特別措置法（同対法）が制

定され、その後の３年間の延長も含め、特別対策が総合的に推進された。この間の対策により、物

的な基盤整備が急速に進展するなど大きな成果をあげたが、心理的差別の解消の面では大きな課題

が残った。また、事業の進展に伴い、一部に周辺地域との均衡や一体性を欠いた事業の実施がみら

れたり、えせ同和行為などの新たな問題も発生してきた。

　　このため、同対法に基づく事業の中で必要なものを継承しつつ、それまでの施策の反省を踏まえ

た地域改善対策特別措置法（地対法）が昭和57年に５年間の限時法として制定された。その後、昭

和62年、地域改善対策の一般対策への円滑な移行のための最終法として提案された現行の地域改善

対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地対財特法）が５年間の限時法として制

定され、平成４年に５年間延長された。地対法、地対財特法を通じ、特別対策を必要に応じて見直

しながら引き続き実施する一方、心理的差別の解消を目指した啓発事業の積極的な展開を図るとと
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もに、行政の主体性の確立、えせ同和行為の排除などの適正化対策が推進され、現在、地対財特法

の期限まで、残り約１年という段階に差しかかっている。

（2）現状と課題

　　これまでの対策の効果を測定し、同和地区の実態や国民の意識等について把握するため、平成５

年度に同和地区実態把握等調査（実態調査）が実施された。当部会では「同和地区実態把握等調査

に関する小委員会」を設置し、この調査結果に基づいて、同和問題の解決に向けた課題を整理した。

　　以下は、その要点である（別添　同小委員会報告の「まとめ」の部分参照）。

　①　現状

　　　同和地区においては、若い世代が就職や結婚のために同和地区外へ転出する傾向がみられ、全

国平均に対して高齢化の比率が若干高くなっている。同和関係者が同和関係者以外の者と結婚す

るケースは増加の傾向を示している。また、住宅、道路等の物的な生活環境については改善が進

み、全体的には、同和地区と周辺地域との較差はみられない。下水道普及率は、全国平均に比べ

て大幅に低くなっているが、都市規模別にみると、大きな差はみられない。

　　　高等学校等進学率は向上してきており、ここ数年９割を超えているが、全国平均と比べるとな

お数ポイントの差がみられる。最終学歴については、高等教育修了者（短大・大学等）の比率が

20歳代、30歳代では40歳以上に比べてかなり高くなっているが、全国平均との差はなお大きい。

　　　就労状況は、若年齢層を中心に、安定化する傾向にあるが、全国平均と比較すると、不安定な

就労形態の比率が高くなっている。就労先は全体的に小規模な企業の比率が高くなっている。ま

た、年収の面では、全国平均に比べて全体的に低位に分布しており、世帯の家計の状況も、全般

的にみると依然として全国平均よりも低位な状況にある。農業経営世帯は、小規模農家が多く、

農業従事者が高齢化してきている。事業経営世帯では、小規模な個人経営が多い。

　　　同和地区の人であるということで約３割の同和関係者が人権を侵害されたとしているが、公的

機関に相談した者は少数にとどまっている。同和問題に関する国民の差別意識は、着実に解消へ

向けて進んでいるものの、同和関係者との結婚問題を中心に依然として残っている。

　　　隣保館の利用比率は高く、同和地区外住民も多数利用している。

　　　地域改善対策の適正化については、改善された点もみられるものの、個人給付的事業の資格審

査の実施、公営住宅等の家賃の見直し、地方公共団体単独事業の見直し、団体補助金の交付に際

しての審査、公的施設の管理規程の整備などの点で、不十分な状況がみられる。

　②　これまでの成果と今後の主な課題

　　　実態調査の結果からみて、これまでの対策は生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備が

おおむね完了するなど着実に成果をあげ、様々な面で存在していた較差は大きく改善された。

　　　しかし、高等学校や大学への進学率にみられるような教育の問題、これと密接に関連する不安

定就労の問題、産業面の問題など、較差がなお存在している分野がみられる。差別意識は着実に

解消へ向けて進んでいるものの結婚問題を中心に依然として根深く存在している。また、人権侵

害が生じている状況もみられ、その際の人権擁護機関の対応はなお十分なものとは言えない。さ

らに、適正化対策もなお不十分な状況である。
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　　　同和問題の解決に向けた今後の主要な課題は、依然として存在している差別意識の解消、人権

侵害による被害の救済等の対応、教育、就労、産業等の面でなお存在している較差の是正、差別

意識を生む新たな要因を克服するための施策の適正化であると考えられる。これらの課題につい

ては、その背景に関して十分な分析を行い、適切な施策が講じられる必要がある。

３．同和問題解決への展望

（1）これまでの対策の意義と評価

　　　同対法以来これまで三度にわたる特別法が制定され、四半世紀余にわたって同和地区、同和関係

者に対象を限定した特別対策が実施されてきた。同対審答申の当時は、同和地区や同和関係者が事

実上一般対策の枠外に置かれていたという状況や、心理的差別と実態的差別の相互作用が差別を再

生産しているという悪循環がみられた。この悪循環を断ち切り、生活実態の早急な改善を図るには、

迅速な事業の実施と全国的な水準の引上げを図ること等が必要とされ、これらの法律により期間を

限って、国が財政上の特別措置を講じることにより、所要の施策の推進に努めてきた。

　　　このような考え方の下に推進されてきた特別対策は、極めて大きな意義をもつものであった。す

なわち、物的な生活環境をはじめ様々な面で存在していた較差が大きく改善された。また、これに

よって物的な生活環境の劣悪さが差別を再生産するというような状況も改善の方向に進み、差別意

識の解消に向けた教育及び啓発も様々な創意工夫の下に推進されてきた。さらに、対策の実施は全

国的に進展し、地方公共団体にとって財政的負担が特に大きい物的な基盤整備はおおかた完了した

とみられる。これらを総合的に勘案した場合、全般的にみれば、これまでの特別対策は現行法期限

内におおむねその目的を達成できるものと考えられる。

　　　これまでの対策は上述のように大きな意義があったが、２（2）に述べたように深刻な課題が残さ

れているとともに、現時点でみれば反省すべき点も少なくない。事業の実施に当たって周辺地域と

の一体性を欠いたり、啓発などのソフト面の取組みが不十分であったことにより、いわゆる「ねた

み意識」が表面化するなど差別意識の解消に逆行するひずみが指摘されてきた。また、これらの特

別対策は、施策の適用上、地区や住民を行政が公的に区別して実施されてきたものであり、それが

住民の意識に与える影響等、この手法に内在する問題点も指摘されている。

（2）今後の施策の基本的な方向

　　　特別対策は、事業の実施の緊要性等に応じて講じられるものであり、状況が整えばできるかぎり

早期に一般対策へ移行することになる。一方、教育、就労、産業等の面でなお存在している較差の

背景には様々の要因があり、短期間で集中的に較差を解消することは困難とみられ、ある程度の時

間をかけて粘り強く較差解消に努めるべきである。

　　　このようなことから、従来の対策を漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決に至ることは

困難であり、これまでの特別対策については、おおむねその目的を達成できる状況になったことか

ら、現行法の期限である平成９年３月末をもって終了することとし、教育、就労、産業等のなお残

された課題については、その解決のため、４で述べるような工夫を一般対策に加えつつ対応すると

いう基本姿勢に立つべきである。

　　　本報告に盛り込まれた施策を実現していくため、法的措置の必要性を含め各般の措置について具
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　　　　公益法人等の公的な性格を有する民間団体、社会教育関係団体や民間企業も、今後の教育及び

啓発において重要な役割を担うことが期待される。特に、財団法人地域改善啓発センターは、啓

発活動の実践、多様な主体が実施する教育・啓発活動に対する情報提供など種々の支援等の面で

引き続き重要な役割を果していくことが期待され、今後の教育及び啓発との関連において、その

在り方を必要に応じ見直していくことが望まれる。

　　　　今後の教育及び啓発を更に効果的なものとしていくためには、それぞれの主体における実施体

制の整備とあわせ、多様な主体が連携協力するための横断的なネットワークの形成、その中核的

な媒体となる情報データベースの整備、公務員研修等を通じた指導者の養成、優れた教材や手法

を開発するための調査研究など、教育や啓発の共通基盤となる要素が整備される必要がある。ま

た、人材養成等の観点から、大学教育においても人権問題に対する一層の対応が強く望まれる。

　　　　教育及び啓発の内容の面でも、様々な課題に対する国際的な人権教育・啓発の成果、経験等も

踏まえ、公正で広く国民の共感を得られるような更なる創意工夫を凝らし、家庭、地域社会、学

校などの日常生活の中で実践的に人権意識を培っていくことが必要である。このため、例えば、

多様な興味関心への対応、知識の伝達にとどまらない日常生活や地域の実態に即した実践性、感

性への訴えかけ、誰もが参加しやすい明るく楽しい雰囲気づくりと意見や感想の自由な交換の重

視、マスメディアの活用といった観点から、その内容・手法については一層の創意工夫を凝らし

ていくことが望まれる。

　　　　また、いたずらに「禁句」にとらわれることにより、意識の中に建前と本音の乖離が生じ、問

題の本質の正しい理解が妨げられることのないよう、特に留意すべきである。その意味でもメ

ディアの役割は重要である。

（2）人権侵害による被害の救済等の対応の充実強化

　　①　基本的な考え方

　　　　同和問題の本質的な課題は、同和関係者に対する人権侵害の解消を図るとともに人権侵害が発

生しないような社会的意識を確立することであるが、残念ながら今なお同和関係者に対する人権

侵害が生じている。不幸にして人権侵害が発生した場合には、司法機関による解決のほか、人権

擁護機関が中立公正な立場から相談、勧告等の対応をしてきたところであるが、現行の体制では

被害の簡易迅速な救済という観点からはなお十分なものとは言えない。

　　　　人権擁護制度の在り方は、その国の人権に対する姿勢を示していると言っても過言ではない。

同和関係者に対する人権侵害などあらゆる人権侵害に対して、被害の救済を含めてより有効な対

応が図られるよう、人権擁護制度の充実強化に取り組むべきである。教育及び啓発という観点か

らも、人権侵害が発生した際に、関係者に対し適切な人権擁護措置を講ずることは極めて大きな

意味をもつものと考えられる。

　　②　人権侵害救済制度の確立

　　　　あらゆる人権侵害に対して、事実関係の調査や被害の救済等を含め簡易迅速かつ有効適切な対

応が図られるよう、各国の取組み等国際的な潮流も視野に入れ、現行の人権擁護制度を抜本的に

見直し、21世紀にふさわしい人権侵害救済制度の確立を目指して鋭意検討を進めるべきである。
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　　③　人権擁護委員制度の充実と人権相談業務の推進

　　　　上述のように人権擁護制度全般にわたって突っ込んだ検討が必要であるが、人権擁護委員制度

の在り方についても、既に種々の問題点が指摘されているところであり、より積極的な活動が期

待できる適任者を確保するための方策、人権擁護委員の活動をより活性化するための方策、さら

には、その活動を実効あるものにするための方策等について、総合的に検討する必要があるもの

と考えられる。

　　　　人権相談業務は、人権侵害による被害の救済等の対応の端緒として重要な意味を持っている。

法務局等の人権擁護機関と地方公共団体は相互に緊密な連携の下に、公共施設などの国民の利用

しやすい場所において市民がいつでも気軽に相談できるような窓口の整備を積極的に進めるべき

である。また、相談に応じる職員や人権擁護委員の対応能力の向上を図ることが不可欠である。

さらに、人権擁護制度について国民に知ってもらうための努力も重要であり、教育・啓発活動と

連携を図りつつ、人権相談業務の内容、相談体制について積極的に周知を図るべきである。

（3）地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行

　　①　基本的な考え方

　　　　既に述べたように、現行の特別対策の期限をもって一般対策へ移行するという基本姿勢に立つ

ことは、同和問題の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものではない。今後の施策ニーズ

には必要な各般の一般対策によって的確に対応していくということであり、国及び地方公共団体

は一致協力して、残された課題の解決に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。

　　　　この一般対策への移行を円滑に行うためには、下記に述べるような一部の事業等については一

定の工夫が必要と考えられる。その具体化に当たっては、一般対策への移行の趣旨に照らせば限

定的でなければならないが、既存の一般対策の状況、なお残されている課題の状況、地方公共団

体の財政状況等を踏まえた上で、これまでの施策の成果が損なわれるなどの支障が生ずることの

ないよう配慮すべきである。

　　②　工夫の方向

　　　　環境改善の分野のうち、小集落地区改良事業の場合は、既に着工済みであるが地対財特法期限

までの事業完了が困難と見込まれるものがみられ、かつ、この事業を実施している地方公共団体

の中には財政力の弱いものがみられることから、当該事業の完了に支障が生じることのないよう、

国として適切に対応すべきである。また、小規模な集落における環境改善のニーズに全体として

的確に応えられるよう、受皿としての面的整備事業の手法を検討すべきである。なお、公共下水

道については、中小都市や町村において全国的に普及が遅れており、整備の促進が図られるべき

である。

　　　　社会福祉の分野においては、隣保館について、周辺地域を含めた地域社会全体の中で、福祉の

向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、今後一層発展

していくことが望まれる。地域の実態把握や住民相談といった基本的な機能に加え、教養文化活

動の充実や地域のボランティアグループとの連携など地域社会に密着した総合的な活動を展開

し、さらにこれらの活動を通じて日常生活に根ざした啓発活動を行うことが期待される。このた
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め、隣保館等の地域施設において各種の事業を総合的にかつ活発に展開することができるよう、

国として適切に対応すべきである。また、保育についても、家庭環境に対する配慮や地域との連

携など、きめ細かな保育を行っていけるよう、国として適切に対応すべきである。

　　　　教育の分野においては、高等学校の進学率や中退率、また大学への進学率をみても全国平均と

比べてなお較差がみられる状況であり、その背景にある様々な要因も考慮した場合、教育を巡る

課題は今なお多く、較差の解消にはある程度の時間を要するものと考えられる。高等学校等進学

奨励費補助事業については、教育が就労の安定、生活水準の向上等社会生活の多くの分野の改善

を図る上での基礎的条件をなすものであることにかんがみ、他の奨学資金制度との整合性、運用

の適正化等、様々の論議に留意しながら、当面、所要の施策を講ずることが望ましいと考えられ

る。その際、これまでの成果が損なわれることのないよう十分配慮し、自立促進の観点に立ち、

今後一層の進学意欲と学力の向上を目指して、学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取

組みが必要である。

　　　　就労の分野においては、中高年齢層を中心に不安定就労者の比率が全国平均と比べて高い状況

であり、就労を巡る課題は今なお多く、較差の解消にはある程度の時間を要するものと考えられ

る。職業の安定は、直接生活水準の向上に寄与し、社会生活の改善を図る上で基本となるもので

ある。このため、若年齢層を含めた一層の就労の安定を目指し、施策のニーズを踏まえ、全体の

体系の中で受皿としての事業の検討を含め国として適切に対応すべきである。

　　　　農林漁業対策の分野においては、経営基盤の小規模零細性、高齢化、担い手の減少などの問題

を抱えており、小規模零細な農林漁業者における生産基盤や共同利用施設の整備について、全体

の体系の中で受皿としての事業の検討を含め国として適切に対応し、農林漁業の振興に努めるべ

きである。

　　　　中小企業対策の分野においては、生活水準の較差等につながる経営面での較差を是正するため、

中小企業の共同化の促進、巡回相談等について全体の体系の中で受皿としての事業の検討を含め

国として適切に対応し、中小企業の振興に努めるべきである。

　　　　相談員、指導員等については、受皿の検討を含め円滑な移行に努めるべきである。

（4）今後の施策の適正な推進

　　①　基本的な考え方

　　　　これまでの当協議会意見具申等の中で、行政の主体性の確立、同和関係者の自立向上、えせ同

和行為の排除、同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりの必要性が指摘されてい

るが、今日においてもなお十分な状況とは言えない。それだけ、この問題の難しさがあるものと

考えられるが、引き続き、これらを達成するための息の長い取組みが必要である。

　　②　行政の主体性の確立

　　　　これまでの指摘を踏まえた国や地方公共団体の努力により、改善された点もみられるものの、

残念ながら、実態調査の結果からみてなお課題が残されている状況であり、具体的な問題点につ

いて引き続き厳しく是正すべきである。

　　　　このため、行政職員の研修の体系的な実施に努めるとともに、個人給付的事業における返還金
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の償還率の向上等の適正化、著しく均衡を失した低家賃の是正、民間運動団体に対する地方公共

団体の補助金等の支出の一層の適正化、公的施設の管理運営の適正化、教育の中立性の確保につ

いて、引き続き関係機関を指導すべきである。また、国税の課税については、国家行政の根幹に

かかわる問題であり、その公正を疑われることのないよう、より一層の主体性をもって引き続き

適正・公平な課税の確保に努力すべきである。地方税の減免措置についてもその一層の適正化に

今後とも取り組むべきである。さらに、行政の監察・監査・会計検査等については、必要に応じ

てこれらの機能の一層の活用が図られるべきである。

　　　　また、今後、行政には、３でも述べたように、基本的人権の尊重という目標をしっかりと見据

え、真摯に、かつ的確に、地域の状況や事業の必要性に応じ、施策を実施していく主体的な姿勢

が求められる。

　　③　同和関係者の自立向上

　　　　現在の同和地区が真に住みよい地域社会としてさらに発展していくためには、ソフト面での自

主的な住民活動が重要であり、これを促進するためには、同和関係者の意識の醸成や指導者とな

る人材の養成が必要である。また、同和問題の解決を図る上で同和関係者の自立への意欲は重要

な要素である。このため、教育や啓発の中で同和関係者の自立向上という目標を重視し、それら

を支援するための方策も検討すべきである。

　　④　えせ同和行為の排除

　　　　えせ同和行為は、その行為自体が問題とされ排除されるべきものであるだけでなく、差別意識

の解消に向けた教育や啓発の効果を覆し、同和問題の解決に真剣に取り組んでいる者や同和関係

者に対する国民のイメージを著しく損ねるものである。そして、国民に対して、この問題に対す

る誤った意識を植え付け、同和問題解決の大きな阻害要因となっている。法務省が平成７年１月

に実施したえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査によれば、１事業所当たりの要求件数

の減少、要求に対する拒否率の上昇など改善された点もみられるものの、全体的には被害が依然

として深刻な状況である。これまで、昭和62年に国がえせ同和行為対策中央連絡協議会を設置し

てえせ同和対策大綱を策定し、これに基づき情報交換、手引書の作成、啓発などに取り組んでい

るが、被害が依然として深刻であることにかんがみ、えせ同和行為の排除の一層の強化を図るべ

きである。

　　　　えせ同和行為に対処するには、同和問題を正しく理解することが何よりも重要である。また、

刑事事件に該当するものについては引き続き厳格に対処すべきであり、不当要求には毅然とした

態度をとること、組織全体で対応すること、法務局、警察の暴力団取締担当部署、弁護士会の民

事介入暴力被害者救済センターなどに早期に相談すること等を行政機関、企業等に更に徹底すべ

きである。なお、同調査結果では、えせ同和行為に対して行政機関が無責任な対応をし、企業が

不信感を持っていることをうかがわせる事例もみられることから、行政機関が率先して毅然とし

た態度をとるよう特に徹底すべきである。

　　⑤　同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくり

　　　　 「同和問題はこわい問題であり避けたはうがいい」という風潮は、依然としてえせ同和行為が
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横行する背景となり、行政の主体性の欠如を生み、この問題に関する自由な意見交換を阻害して

きた。教育や啓発を真に実効あるものとし、人権が尊重される社会を築きあげていくには、その

基盤として同和問題に対する正しい認識を深めるための自由な意見交換のできる環境づくりが不

可欠である。同時に、教育や啓発に当たって、意見や感想を表明しやすい方法を工夫することも

重要と考えられる。

（5）その他

　　　国においては、「人権教育のための国連10年」に係る施策の積極的な推進等を通じ、同和問題を

はじめとする差別意識の解消に向けた教育及び啓発を総合的かつ効果的に推進できるよう、その体

制の在り方について検討する必要があると考えられる。その際、既に述べた「人権の世紀」とも言

うべき21世紀に向けた今後の政府全体としての取組みにおける連絡調整体制についてもその在り方

を併せて検討すべきである。

　　　地方公共団体においても、本報告を受けた国の施策の今後の方向及びその趣旨を踏まえ、地方単

独事業について更に見直しを行うことが強く望まれるほか、同和問題の解決と人権の尊重に向けた

行政の取組みについて改めて検討すべき時期にきているものと考えられる。その際、国と同様、

「人権教育のための国連10年」に係る施策の推進体制の在り方や「人権の世紀」とも言うべき21世

紀に向けた今後の取組みにおける連絡調整体制の在り方についても検討すべきである。
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（2）人権教育のための国連10年福岡県行動計画（抄）
平成10年５月

Ⅰ　基本理念

1　行動計画策定に当たって
（1）行動計画策定の趣旨

　　　人類社会は、長い歴史をかけ、自由や平等などの権利を確立し、一人ひとりの人間の尊厳が大切

にされる社会の形成に努めてきた。

　　　特に、20世紀における二度の大戦を通して、世界平和のための国際的な人権保障のシステムをつ

くる必要性を学び、国際連合（国連）を中心に世界的な取組みが進められてきた。そうして人権の

保障を世界的規模で確かなものにするために、1994年（平成６年）「人権教育のための国連10年」

が決議された。

　　　こうした国際的潮流の中で、我が国の世界平和への貢献や人権の確立のための国際的役割が大き

く期待され、併せて国内の人権問題に対する解決のための取組みを更に充実させるために、1997年

（平成９年）「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」が策定された。

　　　福岡県では、日本国憲法に定められている基本的人権を尊重し、豊かで活力ある県民生活を築く

ための諸施策を推進してきたが、未だに同和問題をはじめとする人権問題が存在している現状にあ

る。

　　　本年は、「世界人権宣言」50周年に当たる年であり、また「人権教育のための国連10年」に対す

る国際的・国内的推進と連携して取り組むことが必要であることから、「人権教育のための国連10

年福岡県行動計画」を策定することとした。

（2）行動計画の性格

　　  「人権教育のための国連10年福岡県行動計画」は、次の性格を持つものである。

　　ア「人権文化」の構築を目指し、21世紀を「人権の世紀」とするために、人権教育の推進に関する

基本的理念を示すこと。

　　イ　同和問題をはじめ人権問題の解決を図るための教育・啓発の在り方に関する方向性を示すこ

と。

　　ウ　この行動計画は、「ふくおか新世紀計画」に示された「人権文化の構築に向けた人権施策の総

合的推進」によって具体化されていくものであり、本行動計画最終年である2004年（平成16年）

を目標に、新しい人権社会の形成を目指すものである。

（3）行動計画の視点

　　　新しい時代に向けて、人権を取り巻く情勢は大きく変化している。特に、地球的規模での環境、

エネルギー、食糧問題などが顕存化するに伴い、グローバルな視点が求められるようになった。ま
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た一方、東西冷戦の時代が終わり、ボーダレス化の進展に伴い、多文化共生の問題が国際社会の新

たな課題となってきた。

　　　このような時代にあたっては、社会や経済のしくみを国際的に調和のとれたものとし、一人ひと

りが地球的視点で考え、行動するための基盤として、人権教育・啓発が重要になっている。

　　　また、少子・高齢化の進展や価値観が多様化するなかでは、より一層人権が尊重される社会を形

成することが必要である。

　　　このような情勢を踏まえ、次の視点に立って本県における人権教育の方向性を示すこととした。

　　ア　アジアとの共生時代における人権教育

　　　　国際化、情報化の進展に伴い、経済活動のみならず県民生活も海外諸国とのつながりが深くな

り、特に、本県にとってアジアとの共生を目指すことが重要になっていることなどから、人権意

識を高めることが重要になっている。

　　イ　生涯学習時代における人権教育

　　　　人々の生活を取り巻く環境が大きく変化しているなかで、県民の価値観が多様化し、自己実現

を追求する時代を迎え、絶えず新しい知識や技術を習得するための学習需要が増大している。ま

た、将来を担う子どもたちの育成や世代・性別を越えた人材育成のための生涯学習の振興が図ら

れている。それだけに、様々な場において、様々な人々に対する人権教育の重要性が増大してい

る。

　　ウ　同和問題に関するこれまでの教育・啓発の成果を生かす人権教育

　　　　同和問題の解決を図るために、これまで様々な施策を実施してきた。依然として課題が残され

ているものの、これまでの教育・啓発についての取組の蓄積を踏まえ、人権教育の内容・方法を

充実させることが重要である。

　　  （略）

Ⅱ　基本方策

1　人権が尊重される社会の形成
　　人権を尊重することは個人の個性と能力を十分に発揮できる社会の基礎的条件であり、各国共通の

課題である。これまで、同和問題をはじめ、女性、子ども、障害者など様々な分野での差別や偏見の

解消のための取組が行われてきたが、依然として家庭、職場、地域社会などで人権にかかわる問題が

引き起こされている。

　　さらに、近年では高齢化、国際化、高度情報化などを背景として新たな人権問題が発生しており、

人権意識の高揚は豊かな県民生活を実現するための重要な課題となっている。このため、人権に配慮

した行政を推進するとともに、一人ひとりの人権意識を高揚するための教育・啓発を進め、差別や偏

見の解消を図らねばならない。

　　また、「人権教育のための国連10年」においては、個人の中にある可能性を発揮して、豊かな人生
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を創造していく力（エンパワーメント）を育む教育も人権教育として捉えることを視野に入れて、行

動計画を推進することが重要である。

2　あらゆる場における人権教育の推進
　　県民一人ひとりが人権意識を高めていくためには、子どもから大人まであらゆる年齢層に対する人

権教育を行うことが大切である。

　　21世紀に生きる子どもたちを育む学校教育においては、発達段階に応じて就学前教育、小・中・高

及び大学教育を通して一貫した人権教育を実施すると同時に、家庭や地域あるいは職場における人権

教育が推進されるよう支援していく必要がある。

　　  （略）

（5）企業における人権教育

　　ア　企業は、その存在、企業活動、営業活動などを通じ、地域や多くの県民との深いかかわりがあ

り、社会性、公共性を有している。

　　　　特に、近年は、その社会的責任についての自覚に基づく行動が要請されており、地球環境の保

全、男女共同参画社会の実現、高齢社会への対応などに果たすべき役割をはじめ、同和地区住民

障害者、外国人労働者などの、特に就職が困難とされる人々の採用選考、任用などに関しても、

基本的人権に配慮した適切な対応が強く求められている。

　　イ　このため、県として「男女雇用機会均等法」、「高年齢者雇用促進法」「障害者雇用促進法」、

「地対財特法」等に基づき多くの施策を推進してきているが、たとえば、男女の賃金や昇任等の

格差の問題、同和地区住民の採用選考にかかわる不適正事象の問題、障害者雇用率の未達成の問

題など基本的人権の観点から、今後更に企業が取り組むべき課題は多く残されている。

　　ウ　これら、企業における課題の解決のためには、経営者団体等を通じ、企業の社会的責任の自覚

を促していくことが重要であり、県としても、そのための広報誌等を発行し、企業の理解と主体

的取組を求めていくことが必要である。

　　エ　また、国の施策として実施されている公正採用選考人権啓発推進員の設置促進の取組との密接

な連携のもとに、当該推進員の社内的地位の確立を求めるとともに、推進員の資質向上のための

研修の充実、研修教材の整備拡充、推進員の相互交流の機会の提供などの支援を行いながら、一

人ひとりに対する人権教育・啓発を推進していく必要がある。

　　  （略）
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施
策
に
係
る
事
業
の
委
託

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　

附
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
以
後
に
講
じ
る
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
施
策
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

　
（
見
直
し
）

第
二
条　

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
以
内

に
、
人
権
擁
護
施
策
推
進
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

三
条
第
二
項
に
基
づ
く
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
被
害

者
の
救
済
に
関
す
る
施
策
の
充
実
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い

て
の
人
権
擁
護
推
進
審
議
会
の
調
査
審
議
の
結
果
を
も
踏
ま
え
、

見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

衆
議
院

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議

　

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
政
府
は
、
次
の
点
に
つ
き
格
段
の

配
慮
を
さ
れ
た
い
。

一　

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
行
政
の
中
立
性
に
配
慮
し
、
地
方
自
治
体
や
人
権
に

か
か
わ
る
民
間
団
体
等
関
係
各
方
面
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
る

こ
と
。

二　

前
項
の
基
本
計
画
は
、「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
十
年
」

に
関
す
る
国
内
行
動
計
画
等
を
踏
ま
え
、
充
実
し
た
も
の
に
す
る

こ
と
。

三　

「
人
権
の
二
十
一
世
紀
」
実
現
に
向
け
て
、
日
本
に
お
け
る

人
権
政
策
確
立
の
取
組
は
、
政
府
の
根
底
・
基
本
に
置
く
べ
き
課

題
で
あ
り
、
政
府
・
内
閣
全
体
で
の
課
題
と
し
て
明
確
に
す
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
。

参
議
院

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議

　

政
府
は
、「
人
権
の
二
十
一
世
紀
」
を
実
現
す
る
た
め
、
本
法

の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
格
段
の
努
力
を
す

べ
き
で
あ
る
。

一　

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
本
法
の
基
本
理

念
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の
責
務
に
つ
い
て
周
知

徹
底
を
図
り
、
特
に
公
務
員
に
よ
る
人
権
侵
害
の
な
い
よ
う
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二　

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
や
人
権
に
か
か
わ
る
民
間
団
体
等
関

係
各
方
面
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
。

三　

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
基
本
計
画
は
、「
人
権

教
育
の
た
め
の
国
連
十
年
」
に
関
す
る
国
内
行
動
計
画
等
を
踏
ま

え
、
充
実
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
。

四　

人
権
政
策
は
、
政
治
の
根
底
・
基
本
に
置
く
べ
き
重
要
課
題

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
内
閣
全
体
で
そ
の
取
組
に
努
め
る
こ

と
。

　

右
決
議
す
る
。

（3）
　
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
十
二
月
六
日
公
布
　
法
律
第
百
四
十
七
号
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（4）人権教育・啓発に関する基本計画（抄）
平成14年３月

第1章　はじめに

　人権教育・啓発に関する基本計画（以下「基本計画」という。）は、人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律（平成12年法律第147号、同年12月６日公布・施行。以下「人権教育・啓発推進法」という。）

第７条の規定に基づき、人権教育及び人権啓発（以下「人権教育・啓発」という。）に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、策定するものである。

　我が国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で、人権に関する諸制度の

整備や人権に関する諸条約への加入など、これまで人権に関する各般の施策が講じられてきたが、今日

においても、生命・身体の安全にかかわる事象や、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害

等による不当な差別その他の人権侵害がなお存在している。また、我が国社会の国際化、情報化、高齢

化等の進展に伴って、人権に関する新たな課題も生じてきている。

　すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには、国民一人

一人の人権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠であり、そのために行われる人権教育・啓発の重要性

については、これをどんなに強調してもし過ぎることはない。政府は、本基本計画に基づき、人権が共

存する人権尊重社会の早期実現に向け、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進していくこととする。

 （略）

第4章　人権教育・啓発の推進方策

2　各人権課題に対する取組
（5）同和問題

　　　同和問題は、我が国固有の重大な人権問題であり、その早期解消を図ることは国民的課題でもあ

る。そのため、政府は、これまで各種の取組を展開してきており、特に戦後は、３本の特別立法に

基づいて様々な施策を講じてきた。その結果、同和地区の劣悪な生活環境の改善を始めとする物的

な基盤整備は着実に成果を上げ、ハード面における一般地区との格差は大きく改善されてきており、

物的な環境の劣悪さが差別を再生産するというような状況も改善の方向に進み、差別意識の解消に

向けた教育及び啓発も様々な創意工夫の下に推進されてきた。

　　　これらの施策等によって、同和問題に関する国民の差別意識は、「着実に解消に向けて進んでい

る」が、「地域により程度の差はあるものの依然として根深く存在している」（平成11年７月29日人

権擁護推進審議会答申）ことから、現在でも結婚問題を中心とする差別事象が見られるほか、教育、

就職、産業等の面での問題等がある。また、同和問題に対する国民の理解を妨げる「えせ同和行為」

も依然として横行しているなど、深刻な状況にある。
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　　　地域改善対策特定事業については、平成14年３月の地対財特法の失効に伴いすべて終了し、今後

の施策ニーズには、他の地域と同様に、地域の状況や事業の必要性に応じ所要の施策が講じられる。

したがって、今後はその中で対応が図られることとなるが、同和問題の解消を図るための人権教

育・啓発については、平成８年５月の地域改善対策協議会の意見具申の趣旨に留意し、これまでの

同和問題に関する教育・啓発活動の中で積み上げられてきた成果等を踏まえ、同和問題を重要な人

権問題の一つとしてとらえ、以下の取組を積極的に推進することとする。

　　①　同和問題に関する差別意識については、「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について

（平成８年７月26日閣議決定）」に基づき、人権教育・啓発の事業を推進することにより、その解

消を図っていく。（文部科学省、法務省）

　　②　学校、家庭及び地域社会が一体となつて進学意欲と学力の向上を促進し、学校教育及び社会教

育を通じて同和問題の解決に向けた取組を推進していく。（文部科学省）

　　③　同和問題に関する偏見や差別意識を解消し、同和問題の早期解決を目指して、人権尊重思想の

普及高揚を図るための啓発活動を充実・強化する。（法務省）

　　④　雇用主に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立が図られるよ

う指導・啓発を行う。（厚生労働省）

　　⑤　小規模事業者の産業にかかわりの深い業種等に対して、人権尊重の理念を広く普及させ、その

理解を深めるための啓発事業を実施する。（経済産業省）

　　⑥　都道府県及び全国農林漁業団体が、農林漁業を振興する上で阻害要因となっている同和問題を

始めとした広範な人権問題に関する研修会等の教育・啓発活動を、農漁協等関係農林漁業団体の

職員を対象に行う。（農林水産省）

　　⑦　社会福祉施設である隣保館においては、地域改善対策協議会意見具申（平成８年５月17日）に

基づき、周辺地域を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる

開かれたコミュニティーセンターとして総合的な活動を行い、更なる啓発活動を推進する。また、

地域における人権教育を推進するための中核的役割を期待されている社会教育施設である公民館

等とも、積極的な連携を図る。（厚生労働省、文部科学省）

　　⑧　同和問題解決の阻害要因となっている「えせ同和行為」の排除に向け、啓発等の取組を推進す

る。（法務省ほか関係省庁）

　　⑨　同和問題に関しては、結婚や就職等における差別、差別落書き、インターネットを利用した差

別情報の掲載等の問題があるが、そのような事案が発生した場合には、人権侵犯事件としての調

査・処理や人権相談の対応など当該事案に応じた適切な解決を図るとともに、関係者に対し同和

問題に対する正しい認識と理解を深めるための啓発活動を実施する。（法務省）

　　⑩　同和問題に係る人権問題の解決を図るため、法務局・地方法務局の常設人権相談所において人

権相談に積極的に取り組むとともに、同和問題に関し人権侵害を受けたとする者が利用しやすい

人権相談体制を充実させる。なお、相談に当たっては、関係機関と密接な連携協力を図るものと

する。（法務省）

　　  （略）
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（5）福岡県人権教育・啓発基本指針（抄）
平成15年６月

第1章　はじめに

1　基本指針策定の趣旨
　　福岡県人権教育・啓発基本指針（以下「基本指針」という。）は、2000年（平成12年）12月に公布・

施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条の規定に基づき、地方公共団体の責

務として、本県の実情に即した人権教育・啓発に関する施策を推進するために策定したものです。

　　本県ではこれまでも、日本国憲法で保障されている基本的人権を尊重し、豊かな人権感覚を身に付

けることを通して、共生社会の実現と人権文化の構築に向けた人権施策の総合的推進を図ってきまし

た。

　　しかしながら、依然として、学校、地域、家庭、職域など社会生活の様々な局面において、同和問

題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者等に対する偏見や差別が存在しています。

　　さらに、高齢化、国際化、高度情報化などを背景として新たな人権問題が発生しており、人権意識

の高揚は、豊かな県民生活を実現するための極めて重要な課題となっています。

　　世界的に人権の尊重を共通の行動基準として、人権が保障される国際社会を目指した取組が進めら

れる中、本県が更にアジアの国々や地域との共生を図り、活気あふれるはつらつとした県づくりを推

進するためには、県民一人一人が自他をかけがえのない存在として尊重し、自己の個性や創造性の伸

長を図りつつ、社会参加や自己実現を可能にする社会的な環境や条件の整備が求められております。

　　その中心となる人権教育・啓発は、あらゆる人々の英知を結集して、一人一人の人権尊重の精神の

確立とすべての人々の共生に向けて、粘り強くかつ創造的に展開していくことが必要です。

　　このため、本指針及び今後策定する実施計画により、様々な人権問題の解決と、人権が尊重される

社会の実現を目指し、人権教育・啓発に関する施策をより総合的かつ効果的に推進します。

　　また、本指針に基づく人権教育・啓発に関する施策の実施状況を点検・評価し、その結果を以後の

施策に適正に反映させるなど、実効ある施策の推進を図ります。

2　基本指針の性格
　　本指針は、次の性格を有するものです。

（1）国の「人権教育・啓発に関する基本計画」及び「人権教育のための国連10年福岡県行動計画」の趣

旨を踏まえ、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進するために策定するものであること。

（2）「人権教育のための国連10年福岡県行動計画」の最終年である2004年（平成16年）以降は、当該計

画を引き継ぎ、本県における人権が尊重される社会の実現を目指すための人権教育・啓発の在り方

を示すものであること。

（3）2001年（平成13年）に実施した「福岡県人権・同和問題県民意識調査」（以下「県民意識調査」とい

う。）等により明らかとなっている本県の実態に基づき、学校、地域、家庭、職域その他様々な場
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を通して、県民がそれぞれのライフサイクルに応じて、人権尊重の理念に対する理解を深め、これ

を体得できるよう、中長期的な展望の下に策定するものであること。

（4）1969年（昭和44年）の「同和対策事業特別措置法」施行以来、同和問題についての正しい理解と認

識を深めるために進めてきた同和教育・啓発の成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、様々な人

権問題の解決を図るための人権教育・啓発として創造的・発展的に再構築するものであること。

（5）人権が尊重される社会づくりの担い手は県民であるとの理念の下に、本県における人権教育・啓発

の基本的な方針を示すものであり、行政機関、企業、民間団体等がそれぞれの役割を踏まえた上で、

連携・協働し、実効ある人権教育・啓発を推進するものであること。

　  （略）

第3章　人権教育・啓発の推進
　　人権教育、人権啓発については「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の第２条において、

「人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人

権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発

活動（人権教育を除く。）をいう。」と規定されています。

　　この規定から、人権教育とは、基本的人権尊重の精神が正しく身に付くよう、学校教育及び社会教

育において行われる教育活動であり、人権啓発とは広く県民の間に、人権尊重思想の普及高揚を図る

ことを目的として行われる研修・情報提供・広報活動等で、人権教育を除いたものであると整理する

ことができます。

　　また、人権教育・啓発の推進に当たっては、様々な人権問題の固有の課題を踏まえた上で、その根

底にある共通の構造を見極め、総合的・有機的な内容や手法についての研究開発を行う必要がありま

す。

1　人権教育

（1）学校教育における人権教育

　　イ　施策の基本方向

　　　　学校教育においては、幼稚園、小・中・高等学校が、それぞれの実態に応じて、人権尊重の精

神の育成を基盤に据えた教育目標を設定し、その実現を目指した教育活動を展開する中で、幼児

児童生徒が人権に関する知識や態度、実践力を身に付けることができるよう努めます。

2　人権啓発

（2）企業における人権啓発

　　ア　現状と課題

　　　　企業は社会的存在である以上、社会性・公共性を有し、顧客・従業員・株主・地域住民・社会

一般等に対し、各種の社会的責任を負っています。
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　　　　昭和30年代から社会問題化してきた公害は、大切な自然や環境を破壊し、人間の健康や生命を

脅かすものであり、企業の社会的責任が厳しく問われました。

　　　　また、1975年（昭和50年）に発覚した「部落地名総鑑」事件を契機として、同和問題解決のた

めの企業の社会的責任が強く叫ばれるようになり、「企業内同和問題研修推進員制度」（現在、

「公正採用選考人権啓発推進員制度」と改称）が設けられました。

　　　　さらに、1999年（平成11年）には、職業安定法の改正に伴い、同法に基づく「労働者の募集に

関する指針」が示され、社会的差別の原因となる求職者等の個人情報の収集禁止や新規高等学校

卒業予定者の全国高等学校統一用紙の使用等が明記されました。

　　　　今日、企業における公正な採用選考及び人権・同和問題に関する研修は、「公正採用選考人権

啓発推進員」（以下「推進員」という。）を中心に取り組まれています。

　　　　国及び県においては、企業が社会的責任を自覚し、「推進員」が人権啓発活動を円滑に推進で

きるよう、事業者や事業者団体を対象とする研修会の開催や啓発冊子「企業と人権−公正な採用

選考−」の作成、配布に努めるとともに、企業内研修の際の講師のあっせん、啓発ビデオ等教材

の提供を行いその支援に努めています。

　　　　また、仕事と子育ての両立を支援し、職場における男女共同参画を促進するほか、高齢者・障

害者等の雇用の場の確保など人権に配慮した施策の推進に努めています。

　　　　しかしながら、依然として、本人の適性と能力に基づかない不適切な採用選考が見受けられる

など、就職における機会均等の確保は不十分な状況であり、また、近年の雇用情勢は、高齢者・

障害者等の就業の確保についても厳しい状況にあります。

　　　　企業内においても、賃金や昇進など男女の均等な待遇の確保の問題やセクシュアル・ハラスメ

ントの問題が発生しており、また、企業活動に伴う深刻な差別事象も発生しています。

　　　　1999年（平成11年）の人権擁護推進審議会答申でも指摘されているように「企業等の事業所は、

その社会的責任を自覚し、公正な採用を促進するとともに、公正な配置昇進などの事業所内にお

ける人権の尊重を確保する」ことが引き続き重要な課題となっています。

　　イ　施策の基本方向

　　　　企業が社会的責任を更に自覚し、人権を大切にする企業づくりや人権尊重の意識の高い職場づ

くりが進むよう、事業者や事業者団体に対する啓発に努めます。

　　（ア） 企業啓発の推進

　　　　 　「企業は、単に公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体ではなく、広く社会に

とって有用な存在でなければならない。」（（社）日本経済団体連合会「企業行動憲章」）ものです。

　　　　　企業は、その社会的責任を自覚し、人権に配慮した企業活動が求められています。

　　　　　このため、事業者やそこで働く人々の人権意識を深めるとともに、このことが企業活動に反

映されるよう、企業内で取り組まれる啓発活動に、情報や教材の提供、研修講師等のあっせん

を行うほか、研修担当者の資質向上のための研修を計画的・継続的に実施します。

　　（イ） 人権尊重の企業づくり

　　　　　企業で働く一人一人が希望にあふれ、その能力を発揮して生き生きとして働ける職場を実現
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するためには、企業で働くすべての人の人権が尊重されることが必要です。

　　　　　このため、人権が尊重される職場づくりに向けた主体的、自主的な取組が行われるよう、事

業者や事業者団体に対して、様々な機会をとらえて啓発に努めます。

　　（ウ） 公正な採用選考の実現

　　　　　公正な採用選考が実現されるためには、応募者本人の有する適性、能力を引き出し、これを

有効に発揮させるという観点に立つことが必要です。

　　　　　このため、職業安定法に基づく「労働者の募集に関する指針」や国、県、学校及び事業者団

体等で構成する福岡県高等学校卒業者就職問題連絡協議会における公正な採用選考に当たって

の「申合せ」の周知徹底に努めます。

　　　　　また、企業内の取組の中心となる「推進員」の設置を促進し、事業者や人事担当責任者等に

対する実効ある研修の推進等、就職の機会均等を確保するため、関係行政機関が相互に連携・

協力して啓発に努めます。
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（
6）
　 福 岡 県 部 落 差 別 事 象 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平 成 七 年 十 月 二 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福 岡 県 条 例 第 三 十 七 号

　 （ 目 的 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 同 和 地 区 （ 歴 史 的 社 会 的 理 由 に よ り 生 活 環 境 等 の 安 定 向 上 が 阻 害 さ れ て い る 地 域 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） に 居 住 し て い る こ と 又 は 居 住 し て い た こ と を 理 由 と し て な さ れ る 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て

の 差 別 事 象 （ 以 下 「 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て の 部 落 差 別 事 象 」 と い う 。 ） の 発 生 の 防 止 に つ い て 、 県 、 県 民

及 び 事 業 者 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て の 同 和 地 区 へ の 居 住 に 係 る 調 査 （ 以 下

「 調 査 」 と い う 。 ） の 適 正 化 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 県 民 の 基 本 的 人 権 の 擁 護 に 寄 与 す る こ

と を 目 的 と す る 。

　 （ 県 の 責 務 ）

第 二 条　 県 は 、 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て の 部 落 差 別 事 象 の 発 生 を 防 止 し 、 県 民 の 基 本 的 人 権 の 擁 護 に 寄 与 す る

た め 、 国 及 び 市 町 村 と 協 力 し て 必 要 な 啓 発 を 行 う 責 務 を 有 す る 。

　 （ 県 民 及 び 事 業 者 の 責 務 ）

第 三 条　 県 民 及 び 事 業 者 は 、 こ の 条 例 の 精 神 を 尊 重 し 、 自 ら 啓 発 に 努 め る と と も に 、 県 が 実 施 す る 施 策 に 協

力 す る 責 務 を 有 す る 。

２　 県 民 及 び 事 業 者 は 、 調 査 を 行 い 、 又 は 依 頼 す る 行 為 、 調 査 に 関 す る 資 料 等 を 提 供 、 教 示 又 は 流 布 す る 行

為 そ の 他 の 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て の 部 落 差 別 事 象 の 発 生 に つ な が る お そ れ の あ る 行 為 を し て は な ら な い 。

　 （ 指 導 及 び 助 言 ）

第 四 条　 知 事 は 、 県 民 及 び 事 業 者 に 対 し 、 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て の 部 落 差 別 事 象 の 発 生 を 防 止 す る 上 で 必 要

な 指 導 及 び 助 言 を す る こ と が で き る 。

　 （ 申 出 ）

第 五 条　 調 査 の 対 象 と さ れ た 者 又 は 当 該 調 査 の 発 生 を 知 っ た 者 は 、 そ の 旨 を 知 事 へ 申 し 出 る こ と が で き る 。

　 （ 勧 告 等 ）

第 六 条　 知 事 は 、 県 の 区 域 内 に 事 務 所 若 し く は 事 業 所 又 は 住 所 を 有 す る 事 業 者 （ 以 下 「 県 内 事 業 者 」 と い う 。 ）

が 自 ら 調 査 を 行 い 、 又 は 調 査 を 受 託 し た と 認 め る と き は 、 当 該 県 内 事 業 者 に 対 し 、 当 該 調 査 を 中 止 す べ き

旨 並 び に 結 婚 及 び 就 職 に 際 し て の 部 落 差 別 事 象 の 発 生 の 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を と る べ き 旨 を 勧 告 す る

こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 勧 告 を 行 う に 当 た り 必 要 な 限 度 に お い て 、 県 内 事 業 者 に 対 し 、 必 要 な 資 料 の 提 出 又 は 説

明 を 求 め る こ と が で き る 。

３　 知 事 は 、 県 内 事 業 者 が 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 従 わ な い と き 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 必 要 な 資 料 の 提 出

若 し く は 説 明 を 求 め た 場 合 に お い て こ れ を 拒 否 し た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。

４　 知 事 は 、 前 項 の 公 表 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 県 内 事 業 者 に 対 し そ の 旨 を 通 知 し 、 当 該

県 内 事 業 者 又 は そ の 代 理 人 の 出 席 を 求 め 、 意 見 の 聴 取 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（　　　　　　　　　）
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　 （ 解 釈 及 び 運 用 ）

第 七 条　 こ の 条 例 は 、 基 本 的 人 権 の 尊 重 に 基 づ い て 、 こ れ を 解 釈 し 、 及 び 運 用 す る よ う に し な け れ ば な ら な

い 。

　 （ 規 則 へ の 委 任 ）

第 八 条　 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

　　　 附 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 五 条 及 び 第 六 条 の 規 定 は 、 平 成 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。
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（7）求職者等の個人情報の取扱いについて

１　職業安定法（以下「法」といいます。）の改正（平成11年６月30日成立、同年12月１日施行）により、

新たに求職者等の個人情報の取扱い（法第５条の４）の規定が設けられました。

　　この規定は、求職者、労働者になろうとする者等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当

たっては、労働者の募集の業務の目的達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集、保管、使用

しなければならない旨規定されています。

２　また、法に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等が規定されました。

　　労働者の募集を行う者は募集形態の如何（※文書募集、直接募集、委託募集）を問わず、法第５条

の４の規定、指針第４を遵守して行わなければなりません。（※56ページ参照）

３　採用選考に当たっては、従来から応募者の適性と能力のみを判断基準としていただくとともに、身

元調査は行わないよう事業主の皆様方にお願いしてきたところです。就職差別を未然に防ぎ、公正な

採用選考を実施していただくため、この法の規定、指針だけを遵守するだけでなく、応募者の適性と

能力を基準とした公正な採用選考を実施していただくようよろしくお願いいたします。

　労働者募集に関する指針（平成11年労働省告示第141号）（抄）

　　職業安定法第48条に基づく「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事

業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集

内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」の求職者等の個人情報の取扱い関係部分。

　第１　趣旨

　　　　この指針は、職業安定法（以下「法」という。）第３条、第５条の３、第５条の４、第33条

の６及び第42条に定める事項等に関し、職業紹介事業者、労働者募集を行う者、募集受託者、

労働者供給事業者等が適切に対処するために必要な事項について定めたものである。

　第２、第３（略）

　第４　法５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）

　１　個人情報の収集、保管及び使用

　（1）職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（１及び２において単に

「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。

ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、

収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではないこと。

　　　イ　人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ

る事項

　　　ロ　思想及び信条

　　　ハ　労働組合への加入状況
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　　 ※イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。

　　　 イ関係

　　　 　①　家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を

　　　　　　 適切に実施するために必要なものを除く。）

　　　　 ②　容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報

　　　 ロ関係　人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌・愛読書

　　　 ハ関係　労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

　（2）職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の

下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。

　（3）職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募

書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（ ※全国高等学校統一用紙又は職業相

談票（乙））により提出を求めること。

　（4）個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使

用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りではないこ

と。

　２　個人情報の適正な管理

　（1）職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ず

るとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

　　　イ　個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置

　　　ロ　個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置

　　　ハ　正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置

　　　ニ　収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

　（2）職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情

報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこと。

　（3）及び（4）（略）

　３　個人情報の保護に関する法律の遵守等

　　　１及び２に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律（平成15年

法律第57号）第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者」という。）

に該当する場合には、同法第４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないこと。

　　　また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人

情報の適正な取扱いの確保に努めること。

　  （注）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者も含まれます。
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（8）福岡県個人情報保護条例

　本県では、平成４年10月に「福岡県個人情報保護条例」を施行して以来、個人情報の適正な取扱
いの確保等により、個人の権利利益の保護に努めています。
　事業者が取り扱う「個人情報」とは、個人に関する情報で、これに含まれる氏名、生年月日その
他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。
　事業者が事業活動に伴ってこのような個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性に鑑
み、その適正な取扱いについて自主的に取り組むべき責務があります。
　「福岡県個人情報保護条例」の第四章においては、民間事業者が個人情報の適正な取扱いに努め
るよう定められており、県では、そのための適切な対応がとられるよう、意識啓発や指導、助言な
どを行っています。
　なお、指導、助言に関しては、「事業者おける個人情報の適正な取扱いに関する指導方針」も作
成されています。

福岡県個人情報保護条例（抜粋）
平成十六年十二月二十七日

福岡県条例第五十七号
　　第四章　事業者が取り扱う個人情報の保護
　（事業者の責務）
第四十五条　事業者は、個人情報の保護の重要性に鑑み、事業の実施に伴い個人情報を取り扱う

ときは、適正な取扱いをするよう努めなければならない。
　（意識啓発等）
第 四十六条　知事は、事業者において個人情報の取扱いが適正に行われるよう、意識啓発並びに

指導及び助言を行うものとする。
2　知事は、前項の指導及び助言を行うに当たっては、あらかじめ、福岡県個人情報保護審議会

の意見を聴いて個人情報の適正な取扱いに関する指導方針を作成し、これに基づいて行わなけ
ればならない。

　（苦情相談の処理）
第四十七条　知事は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、これを

適切に処理するよう努めなければならない。
　（調査）
第四十八条　知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、

事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対して説明又は資料の提出を求
めることができる。

　（勧告）
第四十九条　知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、福岡

県個人情報保護審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告す
ることができる。

　（事実の公表）
第五十条　知事は、事業者が第四十八条の説明若しくは資料の提出の要請を拒んだとき、又は前

条の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2　知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して意見陳述の機会を与

えるとともに、福岡県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。
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〇事業者における個人情報の適正な取扱いに関する指導方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県告示第711号
1　趣旨
　　この指導方針は、事業者において個人情報の取扱いが適正に行われるよう、知事が指導及び

助言を行うに当たり、福岡県個人情報保護条例（平成16年福岡県条例第57号）第46条第２項
の規定に基づき、作成されたものである。

2　対象とする個人情報
　　この指導方針において対象とする個人情報とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年

　法律第57号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。
3　指導及び助言の基本的考え方
　　事業者において個人情報の取扱いが適正に行われるよう、事業者の自主的な対応を助長する

こととする。
4　事業者における個人情報の適正な取扱いについて
　　事業者の個人情報の適正な取扱いに関し、事業者に対し、次の事項について指導及び助言を

行うものとする。
　（1）　 個人情報の収集に関する事項
　　ア 　個人情報の収集は、収集する事業者の正当な事業の範囲内において、個人情報を収集す

る目的（以下「収集目的」という。）を明確にし、収集目的を達成するために必要な範囲
内で行うこと。

　　イ　個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行うこと。
　　ウ　収集目的は、原則として、個人情報を収集する際に、本人に明らかにすること。
　　エ 　個人情報を本人以外から収集する場合は、本人の権利利益の侵害が生じないように行う

こと。
　（2）　 個人情報の適正な管理に関する事項
　　　ア　個人情報は、収集目的に必要な範囲内で、正確なものに保つこと。
　　　イ 　個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要

な措置を講ずること。
　（3）　 個人情報の利用及び提供に関する事項
　　　ア　個人情報の利用又は提供は、原則として収集目的の範囲内で行うこと。
　　　イ 　収集目的の範囲を超えて個人情報を利用し、又は提供しようとするときは、本人の了

解がある場合又は本人の権利利益が侵害されるおそれのない場合に限ること。
　（4）　 自己情報の開示等に関する事項
　　　　 　本人から自己情報について開示、訂正または利用停止（消去又は提供の停止を含む。）

を求められたときは、原則としてこれに応ずること。
　（5）　 責任体制の確立
　　　　　事業者は、個人情報の適正な取扱いを行う責任体制の確立に努めること。
　（6）　 苦情処理
　　　　　個人情報の取扱いに関する苦情があった場合は、適切に処理するよう努めること。

※　個人情報の保護に関する法律（平成15年　法律第57号）第２条第１項

　　この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、

それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。



第２章　採用選考のあり方

　地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が

平成14年（2002年）３月31日付で失効したことに伴い、法律上の対象

地域等（「同和地区・同和地区住民」）の概念がなくなりました。

　しかしながら、企業における採用選考に当たって、応募者の適性と

能力に基づく公正な採用選考が図られるよう、事業主の皆様方への啓

発活動を引き続き展開することは必要です。

　この啓発活動（研修等）において、同和問題の経緯等を説明するに

当たっては、「同和地区」等の表記を行わないと問題点が不鮮明とな

りえることもありますので、当冊子では表記していることを申し添え

ます。

本文中の表記について
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　人はだれも自分の能力にあった職業に就き、幸せな人生を送りたいと願って

います。この願いは、すべての企業が応募者の基本的人権を尊重した公正な採

用選考を行って、はじめて実現します。

　そのためには、採用選考は、「応募者の適性・能力が、求人職種の職務を遂

行できるかどうか」だけを基準として行われるべきです。

　本籍、家族状況、家庭環境などは、本人には責任のない事柄です。

　家族状況とは、家族の構成、学歴、職業、勤務先、役職、配偶関係、同・別

居などです。

　家庭環境とは、資産、住宅の種類、家庭内の人間関係などです。

　このような、本人に責任のない事柄や、本来、自由であるべき思想・信条な

どを採用選考にからませるのは間違っています。同和関係者、障害者、母子・

父子家庭の子ども、定時制・通信制学校の卒業者、外国籍の人、とりわけ在日

韓国・朝鮮人①などを適性・能力とかかわりなく、それだけの理由で排除するこ

とは許されません。

　憲法は、職業選択の自由をすべての人に保障しています。

　それとともに、企業には、採用方針や採用基準、求人条件や採否の決定など、

従業員を採用するにあたっての諸要件が採用の自由として認められています。

　しかし、企業に採用の自由はあっても、不当な求人条件をつけたり、採用選

考時に何を聞き、書かせてもよいはずはありません。応募者の基本的人権を侵

してまでの採用の自由は認められません。

　つまり、募集・採用選考に当たっては、次の点を基本的な考え方として実施

することが大切です。

　この基本的な考え方を、このあと詳しく解説いたします。採用選考の基本方

針の決定にて今一度確認しましょう。

第１節　基本方針の決定

１　基本的な考え方

応募者の適性・能力
だけが基準である

①　日本に居住してい
る大韓民国と朝鮮民主
主義人民共和国に国籍
のある人、この資料で
は在日韓国・朝鮮人と
略記する

基本的人権を侵す採
用の自由はあり得な
い

「人を人として見る」
人権尊重の精神、すなわち応募者

の基本的人権を尊重する

募集に当たり
広く応募者に門戸を開く

応募者の
適性・能力のみを基準として

採用選考を行う
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質問　求人活動におけるいわゆる「求める人物像」についてどのように

考えたらよいか教えてください。

答　「企業は人なり」とよくいわれます。どのように技術や社会が進歩して

　も、企業を維持発展させる究極の力は、企業を構成する従業員です。

　　したがって、企業が従業員を募集する場合、それぞれの実態に合った、い

わゆる「求める人物像」を設定し、求人活動を行っています。

　　このいわゆる「求める人物像」は、企業によってさまざまで、その内容は

従来の例ですと、次の図のようなものがありました。

　このうちＡグループのものは、能力の性格特性に属するもので、採否決定の

資料とすることができますが、次の点に留意してください。

　第１は、性格特性についての評価は、面接者の主観的判断にゆだねられます。

したがって、客観的に評価し、公正を期するために、面接は複数の人で行って

ください。

　第２は、性格特性は固定したものではありません。入社後の教育・訓練や本

人の努力によって培うことができます。「従業員は育てるもの」という意味を

正しく理解してください。

　なお、その内容が性格特性に関することでも、求人票、求人要項、学校への

推薦依頼状（送付状）などには、いわゆる「求める人物像」を記載しないでく

ださい。学校に判断を依頼すると、教師の主観的判断が入りやすく、また、学

校により判断基準に差があるなど、公正さを欠くおそれがあるからです。

　Ｂグループのものは、性格特性ではありません。適性・能力とは関係のない

事項です。①と②は本人に責任の取れることではありません。③は心身の健や

かさを求めていますが、障害者を排除することにつながり、また思想（信条）

にかかわることが多く、不当な基準です。したがって、採否決定の判断資料と

いわゆる「求める人
物像」をどう考える
か

性格特性は客観的、
公正に判断する

「求める人物像」を
求人要項などに記載
しない

適性・能力と無関係
なことを判断の資料
としない
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すべきではありません。

　採用選考にあたっては、いわゆる「求める人物像」のみにこだわらずに、応

募者の適性・能力を総合的に評価することが大切です。
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　　　次のことを見なおしましょう。

　□　採用方針、採用予定の職種や人員が計画的・合理的に決められていま

すか。

　□　求人条件に適合するすべての人が応募できる原則が確立されています

か。縁故のあるなし、性別等によって異なる取扱いをしていませんか。

　